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※本計画における「障がい者」とは、特に定めがない限り、障がい児を含んでいます。

また｢障がい者｣の表記については、法令等に基づくものや固有名詞などを除き、ひ

らがな表記としています。 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の背景と趣旨 

 

越谷市では、平成１６年３月に策定した「新越谷市障害者計画」に基づき、『障が

いのある人もない人も分け隔てられることなく、ともに育ち、ともに働き、ともに暮

らすことのできる地域社会』の実現を目指し、各種の障がい者施策を進めてきました。 

こうした中、障がい者の福祉制度は、この数年間で大きく変化し、平成１５年度に

は支援費制度が導入され、また、平成１７年１０月に成立した障害者自立支援法では、

これまで障がい種別ごとに提供されてきたサービスの一元化を図るとともに、既存の

サービス体系の再編や利用者負担の見直しなどが行われ、障がい福祉サービス等を円

滑に提供できるよう、基盤整備に向けた数値目標やサービスの見込み量などを定める

「障がい福祉計画」の策定が義務づけられました。 

この障害者自立支援法は施行より数年を経て、利用者負担、事業者の減収、サービ

スの質・人材確保の困難、制度改正に伴う混乱と新体系移行の遅れなどの問題が挙げ

られました。このような声を受け、平成２２年９月、国は障害者自立支援法の廃止を

表明し、これに代わる新法となる「障害者総合福祉法（仮称）」の制定に向け、障が

い者自身も参画する内閣府の障がい者制度改革推進会議において議論が進められて

おります。※ 

また、新たな法律が施行されるまでの“つなぎ法”として、平成２２年１２月に障

害者自立支援法が改正されました。この改正では、それまで利用したサービスに基づ

いて利用料を負担する応益負担から、支払い能力に応じて支払額を決める「応能負担」

へと、負担の方式を変えることとしたほか、自閉症やアスペルガー症候群、注意欠陥・

多動性障がい、学習障がいなどを含む発達障がいがサービスを受けられる対象として

明確化されるなどの改正が行われました。 

本市としては、以上のような障害者自立支援法の課題を踏まえ、「第３期越谷市障

がい福祉計画」を策定することにより、すでに策定している「第３次越谷市障がい者

計画」における障がい者施策と合わせ、引き続き、総合的な障がい者自立支援体制の

確立を目指します。 

 

 

※ 平成２４年２月、障害者自立支援法の廃止を見送る代わりに、抜本改正で対 

応し、法律名を「障害者総合支援法」に変更するとした、厚生労働省案が民主 

党厚生労働省部門会議にて大筋で了承されました。本市では今後も法整備の動 

向に注視し、必要に応じて計画の見直し等を行います。本計画書では、新法制 

定か抜本改正か現時点で法整備の対応が不確定なことから、便宜上「新法」と 

表現をします。 
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２．計画の性格、位置づけ、期間 

 

１．計画の性格 

この計画は、障害者自立支援法第８８条に基づき、国の基本的指針に沿って、障が

い福祉サービス、相談支援および地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を

定めるものです。 

【定める事項】 

１ 障がい福祉計画の基本的理念等 

２ 平成２６年度の数値目標の設定 

３ 各年度における指定障がい福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要

な量の見込み及びその見込量確保のための方策 

４ 地域生活支援事業の実施に関する事項 

５ 障がい福祉計画の期間及び見直しの時期 

６ 障がい福祉計画の達成状況の点検及び評価 

 

２．計画の位置づけ 

市で策定する障がい者についての主な計画には「越谷市障がい者計画」と「障がい

福祉計画」があります。 

今回策定される「障がい福祉計画」は、障害者自立支援法に基づく、障がい福祉サ

ービスの必要量と提供体制を確保するための実施計画です。 

これに対し、「越谷市障がい者計画」は障害者基本法に基づくもので、第４次越谷

市総合振興計画の部門計画として障がい者のための施策に関する基本的な事項を定

めた中長期計画です。障害者自立支援法の新たな事業体系にあわせて、平成２２年度

に見直しを行いましたが、障がい福祉サービスに係る目標値については、両計画の整

合性を図ってまいります。 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第３次 

越 谷 市 障 が い 者 計 画

第４次越谷市総合振興計画 

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

・
介
護
保
険
事
業
計
画 

み
ん
な
で
子
育
て 

 
 

 

越
谷
プ
ラ
ン 障 が い 福 祉 計 画  

 地 域 福 祉 計 画 

健
康
づ
く
り
行
動
計
画 

〈国〉 

障害者基本法 

障害者基本計画 

重点施策実施５ヶ年計画 

〈県〉 

 埼玉県障害者支援計画 

教
育
振
興
基
本
計
画 

〈国〉 

障害者自立支援法（改正）

〈県〉 

 埼玉県障害福祉計画 



 3

３．計画の期間 

 

第１期計画は、平成１８年度から平成２０年度までを計画期間とし、平成１８年度

に策定しました。第２期計画は第１期計画の実績を踏まえて必要な見直しを行い、平

成２１年度から２３年度までを計画期間とし、平成２０年度に策定しました。今回策

定する第３期計画は第２期計画までの実績を踏まえて必要な見直しを行い、平成２４

年度から２６年度までを計画期間とし、平成２３年度に策定します。 

 

 

 

 

平成 

21 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

         

※平成２５年度の見直しは、新法の施行に伴うものです。 

 

４．計画の策定にあたって 

 

 計画の策定にあたっては、市内でサービスを提供する事業所に対しアンケートを実

施し、サービスの移行や事業所が抱える問題点などを調査しました。また、市民に対

しても、平成２２年度に「越谷市障がい者計画策定に向けてのアンケート調査」を実

施し、ニーズの把握を行いました。 

 また、策定にあたっては、学識経験者や地域の福祉関係者、公募市民などで構成さ

れる「越谷市障害者施策推進協議会」及び、障害者自立支援法により位置づけられた

「越谷市障害者地域自立支援協議会」から、計画案に対しての意見を頂戴し、策定に

反映します。 

 なお、数値目標や障がい福祉サービスの必要見込み量等の数値の算出にあたり、精

神障がい者については、第１期・第２期計画では、精神障害者保健福祉手帳所持者数

に基づき算出していましたが、第３期計画では、自立支援医療（精神通院）制度の利

用者数も加味して算出しています。 

見直し 

見直し

見直し

第２期越谷市障がい福祉計画 

第３期越谷市障がい福祉計画

第４期越谷市障がい福祉計画

ただし、新法が平成２５年４月から施行される予定となっているため、計画期間中

に計画を見直すこととなります。 

見直し※
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第２章 計画の目標 

 

１．基本理念 

 

計画の策定にあたって、障がい者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法およ

び越谷市障がい者計画の基本理念である「障がいのある人もない人も分け隔てられる

ことなく、ともに育ち、ともに働き、ともに暮らすことのできる地域社会」を踏まえ、

次に掲げる点に配慮してまいります。 

 

１．障がい者の自己決定と自己選択の尊重 

基本理念のもと、障がいの種別や程度にかかわらず、障がい者が自分で住みたい場

所を選び、必要な障がい福祉サービスやその他の支援を受けつつ、障がい者の自立と

社会参加の実現を図ることができるよう、障がい福祉サービスの提供体制の確立を図

ります。 

 

２．市を主体とする仕組みと多様な障がいに係る制度の一元化 

障がい福祉サービスの実施主体が市となり、障がいの多様化等により発達障がいが

その対象として明確化されたことなどを踏まえ、障がい者に対するサービスの充実を

図るとともに、県の支援なども活用して充実に努めます。 

 

３．地域生活移行や就労支援等のサービス提供体制の整備 

障がい者の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援に関するサービス提

供基盤を整えるとともに、障がい者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するた

めの身近な地域におけるサービス拠点づくり、ＮＰＯ等と連携を図りながらサービス

の拡充に努めるなど、地域の社会資源を最大限に活用して整備を進めます。 
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２．基本目標 

基本理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、数値目標を設定し、計画的な整備を

図ります。 

 

１．訪問系サービスの充実 

日常の生活を単独で送ることが難しい障がい者に対し、各個人が必要な訪問系サー

ビスを受けることができるよう、サービスの充実を図ります。 

 

２．日中活動系サービスの充実 

生活や就労の技術を身につける事をめざす日中活動系サービスの利用者が、各個人

に適切なサービスを選択し、充実した日々を送ることができるよう、サービスの充実

を図ります。 

 

３．グループホーム等居住系サービスの充実と地域生活への移行 

地域における居住の場としてのグループホーム（共同生活援助）やケアホーム（共

同生活介護）の充実を図るとともに、自立訓練事業等の推進により、福祉施設への入

所や病院への入院から地域生活への移行を図ります。 

 

４．福祉施設から一般就労への移行 

就労移行を支援する事業等を充実することにより、障がい者の福祉施設から一般就

労への移行や、福祉施設において働く場の拡大を図ります。 

 

５．相談支援体制の構築 

相談支援に関する基本的な考え方として、障がい者が地域において自立した日常生

活または社会生活を営むためには、障がい福祉サービスの提供体制の確保とともに、

これらのサービスの適切な利用を支える相談支援体制が不可欠です。このため、地域

の実情に応じ、相談支援事業を効果的に実施するため、中立かつ公平な立場で適切な

相談支援が実施できる体制として設けた地域自立支援協議会を中心とするネットワ

ークの構築を進めます。 
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３．平成２６年度の数値目標の設定 

 

障がい者の自立支援の観点から、「地域生活移行」や「就労支援」といったサービ

ス提供体制の整備が必要です。第１期計画及び第２期計画では、必要な障がい福祉サ

ービスの量を見込むにあたっては、福祉施設が新しいサービス体系への移行を完了す

る平成２３年度を目標年度として、数値目標を設定しました。 

第３期計画においても、これまでの計画において設定された項目を引き継ぎ、平成

２６年度の越谷市における障がい者像を想定して、達成に向けての努力をします。 

第３期障がい福祉計画における数値目標の設定は以下の通りです。 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

「施設入所者の地域生活への移行」においては、国・県からは基準となる時点

の施設入所者の３０％以上が地域に移行する、との目標が示されました。越谷市

においては、退所者数などの実情を踏まえ、以下のように設定します。 

 

【目 標】 

項 目 数値 考え方 

平成１７年１０月１日時点

の入所者数（基準時点） 
２０４人 

○平成１７年１０月１日時点の 

施設入所者数 

平成２０年３月末現在 

入所者数 
２００人 ○第１期障害福祉計画終了時点の人数 

平成２１年３月末現在 

入所者数 
２０１人 

身体障がい者療護施設・身体障がい者入所授

産施設・知的障がい者入所更生施設・知的障

がい者入所授産施設及び新体系サービスの

施設入所支援施設の入所者数を計上 

平成２２年３月末現在 

入所者数 
１９７人 

【目標値】目標年度まで 

の地域生活移行者数 

２０人 

（１０％） 

○施設入所からグループホーム・ケアホ

ーム等、地域へ移行する人の数 

 

（２）入院中の精神障がい者の地域生活への移行について 

第２期までの障がい福祉計画においては、平成２４年度までに「受け入れ条件が

整えば退院可能な精神障がい者」（以下「退院可能精神障がい者」という。）が退院

する事を目指し、平成２３年度末までの退院可能精神障がい者数の減少目標値を設

定していました。 
しかしながら、国の方針の変更により、市町村は「入院中の精神障がい者の地域

生活への移行」という目標は設定しないこととなりました。 
今後も国の考え方等を踏まえ、本市では、関係機関との連携体制を強化し、入院

中の精神障がい者の地域生活への移行を進めます。
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（３）福祉施設から一般就労への移行 

「福祉施設から一般就労への移行」においては、国からは基準となる平成１７年

度に福祉施設から一般就労に移行した人の４倍、県からは５倍を、目標年度におい

て一般就労に移行する、との目標が示されました。これまでの実績および本市の実

情を踏まえ、以下のように設定します。 

 

【目 標】 

項 目 数値 考え方 

平成１７年度の 

一般就労移行者数 
３人 

○平成１７年度において福祉施設を退所

し、一般就労した人の数 

平成２１年度 

一般就労移行者数 
４人 

○平成２１年度において福祉施設を退所

し、一般就労した人の数 

平成２２年度 

一般就労移行者数 
２人 

○平成２２年度において福祉施設を退所

し、一般就労した人の数 

【目標値】目標年度の 

一般就労移行者数 

１２人 

(４倍) 

○平成２６年度において福祉施設を退所

し、一般就労する人の数 

 

 

 

（４）就労移行支援事業の利用者数 

「就労移行支援事業の利用者数」においては、国・県からは基準となる平成２６

年末の福祉施設利用者の２０％以上が「就労移行支援」事業を利用する、との目標

が示されました。これまでの実績および本市の実情を踏まえ、以下のように設定し

ます。 

 

【目 標】 

項 目 数値 考え方 

平成２６年度末の 

福祉施設利用者数 
７５３人 

○平成26年度末において福祉施設を利

用する人の数 

【目標値】目標年度の 

就労移行支援事業利用者数 

３３人 

（４．４％）

○平成26年度末において就労移行支援

事業を利用する人の数 
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（５）就労継続支援Ａ型事業の利用者数 

「就労継続支援Ａ型事業の利用者数」においては、国・県からは平成２６年度末

の「就労継続支援」全体の利用者のうち、「就労継続支援Ａ型(雇用型)」の利用者

が、「就労継続支援」全体の３０％以上、との目標が示されました。しかし、地域

において提供されるＡ型事業所、Ｂ型事業所のバランス等から、本市においてはこ

れまでの実績等から以下のように設定します。 

 

【目 標】 

項 目 数値 考え方 

平成２６年度末の 

就労継続支援（Ａ型）事業 

の利用者（Ａ） 

１３人
○平成２６年度末において就労継続支援

（Ａ型）事業を利用する人の数 

平成２６年度末の 

就労継続支援（Ｂ型）事業 

の利用者 

２６３人
○平成２６年度末において就労継続支援

（Ｂ型）事業を利用する人の数 

平成２６年度末の 

就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型) 

事業の利用者（Ｂ） 

２７６人
○平成２６年度末において就労継続支援

事業（Ａ型＋Ｂ型）を利用する人の数 

【目標値】目標年度の 

就労継続支援（Ａ型）事業の 

利用者の割合 (Ａ)／(Ｂ) 

４．７％

○平成２６年度末において就労継続支援

事業を利用する人のうち、就労継続支援

（Ａ型）事業を利用する人の割合 
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第３章 障がい福祉サービスの見込量と確保のための方策 

 

障害者自立支援法に基づく新体系サービスでは、在宅生活を支援する｢訪問系サー

ビス｣、施設への通所や入所施設での昼間のサービスである｢日中活動系サービス｣、

入所施設での夜間のサービスやグループホームなどの｢居住系サービス｣に大別され

ます。さらに、市町村が地域の実情に応じて行う地域生活支援事業があります。 

 なお、第２期障がい福祉計画においては対象サービスとなっていた児童デイサービ

スについては、本計画開始時点の平成２４年度より、児童福祉法のもと「児童発達支

援」、「放課後等デイサービス」として制度化され、実施されることになりました。 

【障がい福祉サービスの一覧】 

第２期計画                第３期計画 

○ 訪問系サービス 

居宅介護 重度訪問介護 

行動援護 重度障がい者等包括支援 

短期入所（ショートステイ） 

○ 訪問系サービス 

居宅介護 重度訪問介護 

行動援護 重度障がい者等包括支援 

同行援護（新サービス） 
○ 日中活動系サービス 

生活介護 自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型・雇用型）  

就労継続支援（Ｂ型・非雇用型） 

療養介護  
 児童デイサービス 

○ 日中活動系サービス 

生活介護 自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型・雇用型）  

就労継続支援（Ｂ型・非雇用型） 

療養介護  
短期入所（ショートステイ） ※１ 

○ 居住系サービス 

共同生活援助（グループホーム） 

共同生活介護（ケアホーム） 

施設入所支援 

○ 居住系サービス 

共同生活援助（グループホーム） 

共同生活介護（ケアホーム） 

施設入所支援 
○ 相談支援 

 サービス利用計画の作成 

○ 相談支援 

 計画相談支援 

 地域移行支援 地域定着支援 

○ 地域生活支援事業 

相談支援事業 

コミュニケーション支援事業 

日常生活用具給付事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター事業 

○ 地域生活支援事業 

相談支援事業 

コミュニケーション支援事業 

日常生活用具給付事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター事業 

                   児童発達支援 放課後等デイサービス ※２ 

※１ 短期入所（ショートステイ）について、本市では、第２期計画では訪問系サービスに位置

付けていたが、第３期計画では国の体系に合わせ日中活動系サービスに位置付けた。 

※２ 児童デイサービスは、平成２４年度より児童福祉法に基づくサービスに位置付けられ、サ

ービス名称が児童発達支援、放課後等デイサービスに変更となる。 
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１．障がい福祉サービスと相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 

 

１ ホームヘルプサービス(訪問系)の必要量について 

 

（１） サービスの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○居宅介護 

自宅で介護が必要な人に、入浴や排せつ、食事などの介助を行います。 

○重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を要する人に自宅で入浴や排せつ、食事など

の介助や外出時の移動の支援を総合的に行います。 

○同行援護（新サービス） 

重度視覚障がい者（児）の外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や援護

を行います。 

○行動援護 

知的障がいまたは精神障がいにより行動上の障がいのある人などに、外出の

前後に危険を回避するために必要な支援を行います。 

○重度障害者等包括支援 

寝たきり状態などの介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数の

サービスを組み合わせて包括的に支援を行います。 
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（２） 算定の考え方 

 

「居宅介護」、「重度訪問介護」、「行動援護」、「重度障がい者等包括支援」の４つの

訪問系サービスの必要量については、国・県の考え方に基づき、平成２０年度から平

成２２年度までの各サービスの利用時間数・利用人数の実績の推移を基に、入所施設

から地域生活へ移行する等の人数を加味して算定します。 

 また、「同行援護」について、平成２３年９月末まで移動支援を利用していた視覚

障がい者の利用が予想されることから、この実績の推移を基に算定し、第３期の見込

み量に加えます。 

 

＜第２期の実績＞ 

 
平成 21 年度 

（実績） 

平成 22 年度 

（実績） 

平成 23 年度 

（見込） 

利用人数 321 349 389

年間利用時間 38,006 44,531 49,975

 

（３） サービスの必要見込み量 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用人数 504 557 612

年間利用時間 60,760 67,302 74,158
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○生活介護 

常に介護が必要な人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、

創作活動や生産活動の機会を提供します。 

○自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営む上で一定の支援が必要な障がい者に、理学療法・作業療法等

の身体的リハビリテーションや歩行訓練・コミュニケーション・家事等の訓

練を行います。 

○自立訓練（生活訓練） 

地域生活を営む上で一定の支援が必要な障がい者に、食事や家事等日常生活

能力を向上するための支援を行います。 

○就労移行支援 

一般企業への就労を希望する人などに、一定期間、就労に必要な知識および

能力の向上のために必要な訓練を行います。 

○就労継続支援（Ａ型） 

一般企業での就労が困難な人などに、雇用契約に基づいて就労の機会を提供

するとともに、就労に必要な知識・能力の向上を図り、一般就労への移行に

向けて支援を行います。 

○就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業での就労が困難な人などに、就労の機会や生産活動の機会を提供し、

就労に必要な知識・能力の向上のための支援を行います。 

○療養介護 

常時介護を必要とする障がい者のうち、長期の入院による医療ケアを必要と

する人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護および日常生活上の介

護を行います。 

○短期入所 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間・夜間を含め施設で入浴や排

せつ、食事の介護等を行います。 

２ 日中活動系サービスの必要量について 

 

（１） サービスの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 算定の考え方 

第２期障がい福祉計画期間における日中活動サービスの利用状況は次に示すとお

りですが、平成２３年度末にすべての旧体系の施設が現行のサービス体系へと移行し

たため、一部のサービスでは利用の大幅な増加がみられます。第３期における日中活

動サービスの必要量は、これまでの利用実績をもとに、現行のサービス体系への移行、

さらに入所施設から地域生活への移行、入所施設の待機者、および特別支援学校卒業

生のサービス利用予想を加味して算定します。また、日中活動サービスは継続的に利

用されることが多いため、必要量については１ヶ月の総利用日数で算定します。 
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＜第２期の実績＞（必要量は１ヶ月あたり） 

サービス内容 
平成 21 年度 

（実績） 

平成 22 年度 

（実績） 

平成 23 年度 

（見込） 

生活介護 人数 112 189 235

必要量(人日分) 2,464 4,158 5,172

自立訓練 

（機能訓練） 

人数 3 3 4

必要量(人日分) 66 66 88

自立訓練 

（生活訓練） 

人数 5 3 3

必要量(人日分) 110 66 66

就労移行支援 人数 8 10 20

必要量(人日分) 176 220 440

就労継続支援 

（A型） 

人数 5 4 10

必要量(人日分) 110 88 220

就労継続支援 

（B型） 

人数 14 48 156

必要量(人日分) 308 1,056 3,432

療養介護 人数 2 2 2

短期入所 人数 143 129 132

必要量(人日分) 3,560 3,449 3,698

 

（３） サービスの必要見込み量 

サービス内容 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

生活介護 人数 384 412 434

必要量(人日分) 8,448 9,064 9,548

自立訓練 

（機能訓練） 

人数 4 5 5

必要量(人日分) 88 110 110

自立訓練 

（生活訓練） 

人数 4 4 5

必要量(人日分) 88 88 110

就労移行支援 人数 25 30 33

必要量(人日分) 550 660 726

就労継続支援 

（A型） 

人数 11 12 13

必要量(人日分) 242 264 286

就労継続支援 

（B型） 

人数 215 238 263

必要量(人日分) 4,510 5,016 5,786

療養介護 人数 27 27 27

短期入所 人数 135 139 143

必要量(人日分) 3,804 3,908 4,007

※「人日分」とは、「人日分」＝「月間の利用人数」×「月間の利用日数」をいう。 

（例）生活介護：112 名×22 日（月間の利用日数）＝2,464 人日分 
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３ 居住系サービスの必要量について 

 

（１） サービスの概要 

 

（２） 算定の考え方 

第２期障がい福祉計画期間における居住系サービスの利用状況は次に示すとおり

ですが、平成２３年度末にすべての旧体系の施設が現行のサービス体系へと移行した

ため、一部のサービスでは利用の大幅な増加がみられます。第３期における居住系サ

ービスの必要量は、これまでの利用実績をもとに、現行のサービス体系への移行、さ

らに入所施設から地域生活への移行、入所施設の待機者のサービス利用予想を加味し

て算定します。 

 

＜第２期の実績＞                          単位：人 

 
平成 21 年度 

（実績） 

平成 22 年度 

（実績） 

平成 23 年度 

（見込） 

共同生活援助 

共同生活介護 
35 46 53

施設入所支援 67 108 134

 

（３） サービスの必要見込み量 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

共同生活援助 

共同生活介護 
61 69 78

施設入所支援 213 224 235

 

○共同生活援助（グループホーム） 

就労し、または就労継続支援等の日中活動を利用している障がい者で、地域

において自立した日常生活を希望する人に、夜間や休日、共同生活を行う住

居で、相談や日常生活上の援助を行います。 

○共同生活介護（ケアホーム） 

生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障がい者・精神障

がい者で、地域において自立した日常生活を希望する人に、夜間や休日、共

同生活を行う住居で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 

○施設入所支援 

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行いま

す。 
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４ 相談支援の必要量について 

 

（１） サービスの概要 

 

（２） 算定の考え方 

計画相談支援については、障害者自立支援法の改正により、サービス等利用計画作

成の対象者が拡大されるため、平成２４年度以降は利用が見込まれます。（施設入所

支援と就労継続支援を組み合わせた利用及び施設入所支援と生活介護を組み合わせ

た利用をする方で、平成２４年４月以降の新規利用者はサービス等利用計画の作成が

必須となります。） 

地域移行支援、地域定着支援については、埼玉県が県内精神科病院に対し実施した

実態調査を踏まえ算出した数値であるため、精神障がいにかかる見込み量に限ります。

その他の障がいについては、算出にあたっての根拠となる数値がありませんので含ま

れておりません。 

 

＜第２期の実績＞                           

 
平成 21 年度 

（実績） 

平成 22 年度 

（実績） 

平成 23 年度 

（見込） 

計画相談支援 0 0 0

※地域移行支援、地域定着支援は新サービスのため実績なし。 

 

（３） サービスの必要見込み量            単位：人（１ヶ月あたり） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画相談支援 18 32 38

単位：人（１年あたり） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

地域移行支援 10 10 10

地域定着支援 6 6 6

※地域移行支援、地域定着支援の必要見込み量は精神障がいにかかる見込み量に限り

ます。

○計画相談支援 

障がい者の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に

向けて、サービス等利用計画案を作成し、きめ細やかな支援をします。 

○地域移行支援（新サービス） 

  長期間の入所・入院から地域生活に移行しようとする人の住居の確保その他

の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。 

○地域定着支援（新サービス） 

  常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相

談等の対処を行います。 
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２．障がい福祉サービスと相談支援の 

種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 

 

１ 訪問系サービスの充実 

 

（１） サービス事業者への情報提供 

障がい福祉サービスや相談支援の提供基盤を確保するため、これらのサービス事業

者の把握に努めるとともに、広く、情報提供を行うことなどにより、多様な事業者の

参入を促進します。 

 

（２） サービス内容の充実 

障がいの種別にかかわらず、必要に応じて、適切なサービスが受けられるよう、利

用の斡旋、調整などの支援を行います。また、質の高いサービスが提供できるよう、

研修等により従事者の資質の向上を図るとともに、公正・中立な立場から福祉サービ

スを評価する第三者評価の導入を促進します。 

 

 

２ 日中活動系サービスの充実 

 

（１） 日中活動系サービス事業所の設置促進 

日中活動系サービスの充実を図るため、事業所の設置について、国県の補助制度を

活用するよう、社会福祉法人やＮＰＯ法人等に働きかけていきます。 

 

３ 居住系サービスの充実 

 

（１） グループホーム・ケアホームの設置促進 

障がい者の地域生活への移行を進めるため、地域における居住の場であるグループ

ホーム（共同生活援助）やケアホーム（共同生活介護）の設置について、国県の補助

制度を活用するよう、社会福祉法人やＮＰＯ法人等に働きかけていきます。 

 

（２） グループホーム等の利用促進 

グループホームやケアホーム等での暮らしを体験するための補助を行い、障がい者

の地域生活への移行を支援します。 
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４  一般就労への移行等の促進 

 

（１） 一般就労への移行支援 

福祉施設から一般就労への移行を進めるため、就労移行支援や就労継続支援のサー

ビス事業者が円滑な事業展開が図れるよう支援を行います。また、障害者就労支援セ

ンターにおいて、サービス事業者への相談支援を行うとともに、就職後の職場定着の

ための事業所巡回や離職後の再就職のための相談など、次につなげる支援を行います。 

 

（２） 就労支援事業の充実 

障がい者の一般就労を推進するため、企業やハローワーク等関係機関と連携を図り

ながら、障害者就労支援センターにおいて就労相談や職場開拓など障がい者の適性に

あった就労支援の充実に努めます。また、障がい者が地域社会での就労能力や社会適

応力を高めていくとともに、事業所の障がい者就労に対する理解を深めること等を目

的とした、地域適応支援事業を通して、一般就労が困難な障がい者の職場参加や職場

実習を進めます。 

 

 

５  相談支援の整備 

 

（１） 相談支援の充実 

障がい者の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、

サービス等利用計画案を作成し、きめ細やかな支援をします。また、地域生活への移

行者の住居の確保等に関する相談等の充実を図るとともに、常時の連絡体制を確保し、

障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談等の対処を行います。基本相談に

ついては、必要な情報の提供及び適切な助言が行えるよう努めます。 
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第４章 地域生活支援事業 

 

市町村は、障害者自立支援法第７７条に基づき、障がい者がその有する能力および

適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域生活支

援事業を推進します。地域生活支援事業とは、障がい者の地域生活を支援するため 

地域の実情に応じて市町村が実施する事業となります。 

 

【越谷市で実施している地域生活支援事業】 

 

○相談支援事業 

相談支援事業、地域自立支援協議会 

 

○コミュニケーション支援事業 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業 

 

○日常生活用具給付事業 

 介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、 

情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、 

居宅生活動作補助用具（住宅改修）、点字図書 

 

○移動支援事業 

 社会生活上必要不可欠な外出の際の移動支援、 

余暇活動等社会参加のための外出の際の移動支援 

 

○地域活動支援センター事業 

創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等 

 

○成年後見制度利用支援事業 

 市長による審判請求、審判請求に係る経費等の支援 

 

○その他の事業 

訪問入浴、更生訓練費給付事業、就職支度金給付事業、 

自動車運転免許取得・改造助成事業、日中一時支援事業 
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１．地域生活支援事業の内容および必要な量の見込み 

 

１ 相談支援事業 

 

（１） 事業の概要 

 

 

 

（２） 算定の考え方 

現在、相談支援事業を実施している事業所の活動を基礎に算定します。 

 

＜第２期の実績＞ 

  
平成 21 年度 

（実績） 

平成 22 年度 

（実績） 

平成 23 年度 

（見込） 

障害者相談支援 

事業実施箇所数 
4 4 4 

 

（３） 事業の必要見込み量 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

障害者相談支援 

事業実施箇所数 
4 4 5 

 

○ 障害者相談支援事業 

障がい者および障がい者の家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供など

を行います。 

 

○ 地域自立支援協議会の活用 

障害者自立支援法により位置づけられた地域自立支援協議会と、各相談支援事

業所を中心に地域の相談支援体制とネットワークの構築を図ります。 
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２ コミュニケーション支援事業 

 

（１） 事業の概要 

 

 

（２） 算定の考え方 

手話通訳者派遣事業及び要約筆記者派遣事業については、平成２０年度から平成２

２年度までの利用実績から今後の必要見込量を算定します。 

 

＜第２期の実績＞ 

サービス内容 
平成 21 年度 

（実績） 

平成 22 年度 

（実績） 

平成 23 年度 

（見込） 

手話通訳者 

派遣事業 

年間利用件数 923 740 933

利用人数 50 42 45

要約筆記者 

派遣事業 

年間利用件数 36 115 115

利用人数 5 10 15

 

（３） 事業の必要見込み量 

 

サービス内容 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

手話通訳者 

派遣事業 

年間利用件数 1,017 1,108 1,208

利用人数 49 53 64

要約筆記者 

派遣事業 

年間利用件数 127 158 205

利用人数 17 22 29

○ 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

聴覚、音声・言語機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障が

ある障がい者に手話通訳者や要約筆記者を派遣し、意思疎通の円滑化を図りま

す。 

 

○ 手話通訳者の設置事業 

聴覚障がい者等の意思疎通の円滑化を図るため、市役所の障害福祉課に手話通

訳者を設置します。 
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３ 日常生活用具給付事業 

 

（１） 事業の概要 

 

重度障がい者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜や福

祉の増進を図ります。 

 

【（参考）種目の区分】 

越谷市では日常生活用具として、以下のようなものについて給付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○介護・訓練支援用具  

特殊寝台や特殊マットなど、障がいのある人の身体介護を支援する用具や、

障がいのある児童が訓練に用いるいすなどを給付します。 

○自立生活支援用具 

入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置など、障がいのある人の入浴、

食事、移動などの自立生活を支援するための用具を給付します。 

○在宅療養等支援用具 

電気式たん吸引器や盲人用体温計など、障がいのある人の在宅療養等を支援

するための用具を給付します。 

○情報・意思疎通支援用具 

点字器や人工喉頭など、障がいのある人の情報収集、情報伝達や意思疎通等

を支援するための用具を給付します。 

○排泄管理支援用具 

ストーマ装具など、障がいのある人の排泄管理を支援する衛生用品を給付し

ます。 

○居宅生活動作補助用具（住宅改修） 

障がいのある人の居宅における円滑な生活動作等を図るため、小規模な住宅

改修を行う際に費用の一部を助成します。 

○点字図書 

点字により作成された図書を給付します。 
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（２） 算定の考え方 

日常生活用具給付事業は、過去の利用実績から必要量を算定します。 

 

＜第２期の実績＞ 

種目の区分 
平成２１年度

（実績） 

平成２２年度 

（実績） 

平成２３年度

（見込） 

介護・訓練支援用具 8 15  15 

自立生活支援用具 32 33  34 

在宅療養等支援用具 15 9  15 

情報・意思疎通支援用具 55 41  49 

排泄管理支援用具 4,555 4,510  5,106 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 3 5  6 

点字図書 0 0  0 

合計件数 4,668 4,613  5,225 

 

（３） 事業の必要見込み量 

種目の区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

介護・訓練支援用具 16 16  17 

自立生活支援用具 36 37  39 

在宅療養等支援用具 15 15  15 

情報・意思疎通支援用具 57 65  74 

排泄管理支援用具 5,731 6,388  7,077 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 6 7  7 

点字図書 1 1  1 

合計件数 5,862 6,529  7,230 
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４ 移動支援事業 

 

（１） 事業の概要 

屋外での移動が困難な障がい者に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等

の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 

 

（２） 算定の考え方 

平成２０年度から平成２２年度までの移動支援事業の利用状況を基礎に、入所施設

から地域生活への移行、平成２４年度については，「同行援護」にサービス移行する

利用者の減少分を加味して必要量を算定します。 

なお、「同行援護」の必要見込み量は、第３章 １．障がい福祉サービスと相談支

援の種類ごとの必要な量の見込み １ ホームヘルプサービス(訪問系)の必要量に

ついての部分に含まれております。 

 

＜第２期の実績＞ 

 
平成 21 年度 

（実績） 

平成 22 年度 

（実績） 

平成 23 年度 

（見込） 

利用人数 125 129 141 

年間利用時間 13,780 16,059 16,554 

 

（３） サービスの必要見込み量 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用人数 84 92 101

年間利用時間 9,915 10,834 11,801
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５ 地域活動支援センター事業 

 

（１） 事業の概要 

障がい者に創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進などを図り

ます。 

 

（２） 算定の考え方 

市内の利用者を持つ事業所に地域で新体系サービスへの移行を調査し、その人数を

基礎に、入所施設から地域生活への移行、および特別支援学校卒業生の人数を加味し

て必要量を算定します。 

 

＜第２期の実績＞ 

  
平成 21 年度 

（実績） 

平成 22 年度 

（実績） 

平成 23 年度 

（見込） 

設置箇所数 7 8 8 

利用人数 154 217 217 

 

 

（３） 事業の必要見込み量 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

設置箇所数 7 7 8 

利用人数 198 198 218 
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６ 成年後見制度利用支援事業 

 

（１） 事業の概要 

障がい福祉サービスを利用する上で、成年後見制度の利用が必要と認められる障が

い者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、その障がい者の権利擁護を

図ります。 

 

 

７ その他の事業 

 

その他にも越谷市では、以下のような事業を市独自に実施しています。 

 

（１） 訪問入浴サービス事業 

地域における身体障がい者の生活を支援するため、訪問により、居宅において入浴

サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持などを図ります。 

 

（２） 更生訓練費給付事業 

自立訓練事業や就労移行支援事業等の利用者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促

進を図ります。 

 

（３） 就職支度金給付事業 

就労移行支援事業や就労継続支援事業等の利用者で、就職等により自立する人に、

就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ります。 

 

（４） 自動車運転免許取得・改造助成事業 

障がい者に対し、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、あるいは、

障がい者が就労等を目的に自ら所有し、運転する自動車の改造に要する費用の一部を

助成することにより、就労その他の社会活動への参加を促進します。 

 

（５） 日中一時支援事業 

障がい者の日中における活動の場を確保し、一時的な見守りや社会適応訓練などを

行うことにより、その家族や介護者の就労支援や一時的休息のための支援などを行い

ます。 
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２．地域生活支援事業の必要な見込量の確保のための方策 

 

地域生活支援事業の実施を実現するため、それぞれのサービスについて以下のよう

な見込量の確保のための方策を行います。 

 

１ 相談支援事業 

 

（１） 障害者相談支援事業 

障がい者や介助・支援者などからの相談に応じ、必要な情報提供が行えるようケ

ースワーカーによる窓口相談等の充実に努めるとともに、地域自立支援協議会を活

用するなど、相談支援事業所における相談機能を高めます。 

 

（２） 地域自立支援協議会の活用 

地域自立支援協議会と各相談支援事業所を中心に地域の相談支援体制とネット

ワークの構築を図るとともに、相談支援事業所において、身体障がい、知的障がい、

精神障がいのいずれにも対応できるよう機能の充実に努めます。 

 

＜地域自立支援協議会の構成員＞ 

地域自立支援協議会の設置にあたっては、相談支援事業所、保健・医療関係者、

教育・雇用関係機関、障がい福祉サービス事業所、学識経験者、障がい者団体代表

者等から組織します。 

＜地域自立支援協議会の役割＞ 

主に下記の事項について協議していきます。 

・相談支援事業所を中心に地域の相談支援体制とネットワークの構築 

・相談支援事業所において身体障がい、知的障がい、精神障がいのいずれにも対応

できる機能の充実 

・困難事例への対応についての調整及び協議 

 

２ コミュニケーション支援事業 

 

聴覚障がい者等のコミュニケーション支援を推進するため、手話通訳者設置事業や

手話通訳者・要約筆記者派遣事業の利用促進を図るとともに、登録手話通訳者、要約

筆記者の確保と資質の向上に努めます。また、研修等を通じて市職員の手話能力を養

成します。 

 

３ 日常生活用具給付事業 

 

日常生活用具の給付について、ホームページ等を通じて事業の周知を図り、ストー

マ装具や情報通信支援用具など障がいの特性に合わせた用具の給付を行います。 
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４ 移動支援事業 

 

障がい者の外出等社会参加の促進を図るため、障がいの特性に合わせた移動支援を

提供します。なお、ガイドヘルパー派遣事業・全身性障害者介護人派遣事業・知的障

害者介護人派遣事業、さらにホームヘルプサービスに位置づけられた「同行援護」等

と調整を図りながら、適正かつ有効な利用を図ります。 

 

５ 地域活動支援センター事業 

 

障がい者に創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進などを図る

ため、地域活動支援センターを設置する法人等に対して事業費の補助を行うなど、運

営の安定と質の向上を図ります。 

 

６ 成年後見制度利用支援事業 

 

成年後見等の開始の審判請求を行うことができない障がい者の、成年後見制度の利

用を支援するため、市長による審判請求や審判請求等に係る経費等の支援を行い、権

利の擁護を図ります。 

さらに、成年後見制度利用支援事業を含む権利擁護事業について、越谷市社会福祉

協議会と連携し、「成年後見センターこしがや」を中心に普及・啓発に努めます。 

 

７ その他の事業 

 

障がい者の自立した日常生活や社会生活を支援するため、各種事業の充実に努めま

す。また、今後も障がい者の生活実態やニーズを十分に考慮しながら、必要な事業の

検討を行います。 
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第５章 計画の実現に向けて 

 

計画の実現に向けて、制度等の周知を図るため、行政や関係機関、市民が情報を共

有し、共通理解のもと各方策等に取り組まなければなりません。また、保健・福祉・

教育などの行政の各分野だけでなく、社会福祉協議会、障がい者団体、サービス提供

事業者等との連携を図ることが必要です。さらには、成年後見制度の普及・啓発や、

各年度における計画の達成状況を点検・評価し、対策を行うことが不可欠となります。 
本市では、次に掲げる点を特に配慮して、計画の実現に努めます。 

 

１ 障がい福祉サービス等に関する情報提供の充実 

 

障がい福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の周知を図るため、広報や各種

パンフレット、ホームページ等により、分かりやすく、かつ点字や図書のデイジー化

なども活用しながら障がいに応じた適切な情報提供に努めます。また、民生委員・児

童委員や身体障害者相談員・知的障害者相談員に対する研修会等を通じて、制度の周

知を図ります。 

 

２ 関係機関等の連携強化 

 

計画の実現を図るため、保健・福祉や教育などの行政の各分野はもとより、社会福

祉協議会や市民、各種団体、サービス提供事業者などが、それぞれの役割を果たすと

ともに、障害者就労支援センターの連絡会議や地域自立支援協議会等の場において相

互に連携を図ります。 

 

３ 権利擁護の推進 

 

「成年後見センターこしがや」を中心に成年後見制度の普及・啓発を図るとともに、

制度を必要とする人への利用に関する相談、手続き支援等に努めます。障がい者等に

対する虐待の防止のため、地域自立支援協議会を活用すること等により、地域のネッ

トワークの構築、虐待が発生した場合の対応、再発の防止等についてのマニュアル等

の作成に取り組みます。 

 

４ 計画の進行管理 

 

各年度におけるサービスの見込量をはじめ、地域生活への移行や一般就労への移行

などの達成状況を点検・評価し、障害者施策推進協議会において協議します。また、

その結果に基づいて必要な対策を実施します。 
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資 料 

 

 
1 障がい福祉計画策定のための事業所調査 
2 障がい者数の状況（各年度３月末） 
3 計画の策定経過と策定体制 
4 用語の解説 
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61.9 %

0.0 %

15.6 %

4.8 %

0.7 %

2.0 %

14.3 %

0.7 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

社会福祉法人

社団・財団法人

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

医療法人

市町村

国、県

会社（株式会社・有限会社等）

無回答

ｎ=147
■ 運営主体

１ 障がい福祉計画策定のための事業所調査 
 

１．調査の概要 

（１） 調査の目的 

障がい福祉計画策定を目的として、障がい者への各種サービスを提供している事業

者の、サービス提供の様子などを把握することを目的とし、実施しました。 

 

（２） 調査の実施概要 

① 調査対象と調査方法 

調査対象 対象所数 配布・回収方法 

施設サービス事業所 等 208 箇所 郵送配布・郵送回収 

② 調査期間 

平成 23 年８月 19 日（金）～平成 23 年８月 31 日（水） 

③ 回収状況 

配布数 回収数 有効回収率 

208 通 147 通 71％ 

 

 

２．調査結果について 
 

（１）基礎項目 

■ 運営主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運営主体については、「社会福祉法人」との回答が 61.9％でもっとも多く、次いで

「特定非営利活動法人」（15.6％）、「会社（株式会社・有限会社等）」（14.3％）とな

っています。 
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■ 障害者自立支援法（新法）下のサービスへの移行 

 

  

 障害者自立支援法（新法）下のサービスへの移行については、72.8％が「はい」と

回答しており、移行を済ませています。「その他」と回答した 5.4％にあたる８事業所

については、うち５事業所が「近いうちに移行する予定がある、準備している」と回

答しています。 

 

（２）地域での役割 

事業所に地域でどのような役割を担っているかとたずねたところ、「障がい者の自

立と社会参加の促進」（65.3％）がもっとも高く、次いで「生活の場」（59.2％）とな

っています。 

 

はい
72.8%

いいえ
17.0%

その他
5.4%

無回答
4.8%

ｎ=147
■ 新法への移行

25.2 %

38.1 %

33.3 %

31.3 %

7.5 %

65.3 %

9.5 %

0.7 %

59.2 %

15.6 %

35.4 %

36.1 %

40.1 %

22.4 %

27.2 %

17.7 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

一般企業等への移行支援

文化芸術的・創作的な活動

就労への体力づくり等の準備を行う場所

社会生活を送る際の生活訓練

継続的に働き、生活のリズムをつくる場所

重度障害のある人たちの社会参加

継続的な就労の提供

生活の場

雇用ではないが、継続して働く場所

地域移行を目指した生活支援

孤立した生活から社会参加の場所

憩いの場

企業就労を経て、継続的な就労の場所

障がい者の自立と社会参加の促進

その他

無回答

ｎ=147
問３ 地域での役割
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（３）＜新体系サービスを提供している事業所＞ 新体系に移行してよかったこと 

(自由記入) 

新体系に移行してよかったことについて自由に記入してもらったところ、以下のよ

うな意見が寄せられました。 
 
○ 収入が増えた、経営が安定した 16 件 
○ 利用者に合ったサービスの提供、職員の配置ができるようになった 14 件 
○ 職員の意識が向上した ７件 
○ 日中活動の場が充実した ７件 
○ 地域移行の流れ、地域とのつながりが増えた ４件 
○ さまざまな就労への取り組みや連携が可能になった ３件 
○ 利用者に提供できるサービスの質が向上した ２件 
○ 小規模作業所の事業を継続できた １件 

 

（４）事業運営について課題になっていること 

 

 事業運営について課題になっていることについてたずねたところ、「事務量が多く、

職員の負担が大きい」との回答が 61.2％ともっとも高くなっています。次いで、「収

入は増加（安定）しているが、配置すべき人員が確保できない」「収入が少なく、運

営が厳しい」（それぞれ 28.6％）、「日額払いのため、利用者確保をしなくてはならな

い」（25.9％）などとなっています。 

 その他としては「制度上の問題がある」とする意見や、「就職者の受け入れ先の確

保」、「利用者の高齢化」などが挙げられています。 

 

 

12.9 %

3.4 %

5.4 %

15.0 %

25.9 %

19.0 %

61.2 %

7.5 %

28.6 %

28.6 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

収入は増加（安定）しているが、配置すべき人
材が確保できない

収入が少なく、運営が厳しい

利用者の退所や利用抑制がある

事務量が多く、職員の負担が大きい

事務量が多く、利用者への支援の時間が少ない

日額払いのため、利用者確保をしなくてはなら
ない

工賃確保のための事業拡大・新規事業の立ち上
げ

特にない

その他

無回答

ｎ=147
問６　事業運営の課題
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16.3 %

2.0 %

48.3 %

30.6 %

2.7 %

0% 20% 40% 60%

導入している

導入の予定が決定している

導入を検討している

導入の予定はない

無回答

ｎ=147
問７ 第三者評価導入の予定

（５）第三者評価の導入の予定 

 

第三者評価の導入については、「導入

している」ところは 16.3％となってい

ます。 

「導入の予定はない」と回答した事業

所にその理由を記入してもらったとこ

ろ、「費用負担が厳しい」、「外部からの

監査等を別途行っている」、「判断は法人

が行っている」、「余裕がない」などの意

見が寄せられました。 

  

 

 

（６）サービスを提供するにあたって市に望むこと 

  

 

 サービス提供にあたって、市に望むこととしては、「行政との情報共有」（74.1％）

がもっとも高く、次いで「事業運営に必要な情報提供」（60.5％）、「障がい者福祉に

対する市民理解を得るための周知、啓発」（41.5％）、「同じようなサービスを提供す

る事業所との連携」（40.1％）などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

74.1 %

40.1 %

60.5 %

19.7 %

41.5 %

17.7 %

10.2 %

4.8 %

0% 20% 40% 60% 80%

行政との情報共有

同じようなサービスを提供する事業所との連携

事業運営に必要な情報提供

地域の障がい者団体との交流の機会

障がい者福祉に対する市民理解を得るための周
知、啓発

イベント等の周知の協力

その他

無回答

ｎ=147
問８ 市に望むこと
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２ 障がい者数の状況（各年度３月末） 

 

身体障害者手帳所持者数の推移 

年度 総 数 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級

平成 18 年度 
6,998 

(186) 

1,936 

(64) 

1,481 

(50) 

1,385 

(39) 

1,516 

(14) 

396 

(7) 

284 

(12) 

平成 19 年度 
7,322 

(204) 

2,022 

(70) 

1,561 

(52) 

1,449 

(43) 

1,592 

(13) 

403 

(9) 

295 

(17) 

平成 20 年度 
7,458 

(202) 

2,689 

(77) 

1,174 

(52) 

1,263 

(33) 

1,583 

(12) 

418 

(11) 

331 

(17) 

平成 21 年度 
7,772 

(221) 

2,776 

(85) 

1,262 

(61) 

1,327 

(39) 

1,665 

(9) 

402 

(11) 

340 

(16) 

平成 22 年度 
8,010 

(221) 

2,810 

(80) 

1,286 

(64) 

1,402 

(38) 

1,766 

(12) 

414 

(15) 

332 

(12) 

（ ）18 歳未満の児童数再掲 

療育手帳所持者数の推移 

年度 総 数 ○Ａ(最重度) Ａ(重度) Ｂ(中度) Ｃ(軽度)

平成 18 年度 
1,302 

(426) 

320 

(79) 

385 

(131) 

397 

(117) 

200 

(99) 

平成 19 年度 
1,373 

(442) 

336 

(83) 

412 

(143) 

410 

(118) 

215 

(98) 

平成 20 年度 
1,431 

(458) 

350 

(87) 

416 

(137) 

421 

(118) 

244 

(116) 

平成 21 年度 
1,460 

(476) 

364 

(102) 

406 

(126) 

434 

(127) 

256 

(121) 

平成 22 年度 
1,522 

(530) 

378 

(118) 

405 

(123) 

441 

(129) 

298 

(160) 

（ ）18 歳未満の児童数再掲 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

年度 総 数 １級 ２級 ３級 

平成 18 年度 
775  

(4) 

88  

(1) 

495  

(1) 

192  

(2) 

平成 19 年度 
824  

(3) 

91  

(1) 

528  

(1) 

205 

(1) 

平成 20 年度 
892 

(8) 

102 

(2) 

562 

(5) 

228 

(1) 

平成 21 年度 
997 

(9) 

125 

(5) 

636 

(4) 

236 

(0) 

平成 22 年度 
1,157 

(11) 

133 

(5) 

757 

(5) 

267 

(1) 

（ ）18 歳未満の児童数再掲 
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３ 計画の策定経過と策定体制  

 

１． 計画の策定経過  

日程 事項 

平成２３年 

 

６月 

 

 

 

６月２７日 

越谷市障がい福祉計画策定の方針決定 

コンサルタント業者の選定、委託契約 

平成２２年度障がい者計画、 

障がい福祉計画進捗状況調査 

第１回地域自立支援協議会 

７月～ 

７月５日 

７月１２日 

数値目標・サービス見込量の検討 

第１回策定委員会 

第１回作業部会 

８月 

８月２９日 

障がい福祉計画策定のための事業所調査 

第１回障害者施策推進協議会 

（新越谷市障がい者計画・第２期越谷市障がい福祉計画

の進捗状況の報告、越谷市障がい福祉計画の策定につい

て） 

１１月８日 

１１月１４日 

１１月２４日 

１１月２８日 

第２回作業部会 

第３回作業部会 

第２回地域自立支援協議会 

第２回障害者施策推進協議会 

（第３期越谷市障がい福祉計画 検討資料について） 

１２月１３日 

１２月２１日 

 ～１月２５日 

第２回策定委員会 

パブリックコメントの実施 

平成２４年 ２月８日 

２月１５日 

 

第４回作業部会 

第２回障害者施策推進協議会 

（第３期越谷市障がい福祉計画 検討資料について） 

３月２日 

３月１２日 

 

第３回地域自立支援協議会 

第３回策定委員会 

第３期越谷市障がい福祉計画の策定（市長決裁） 

障がい福祉計画の公開（冊子・ホームページ） 
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２．計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状把握

市  長 

【計画の策定】 

障害者施策推進協議会 

学識経験者 

保健医療福祉関係機関代表 

障がい者団体代表 

公募市民 

（20 人） 

（庁内体制）

提 示 報 告

意 

見 

地 域 自 立 支 援 協 議 会 

学識経験者 

相談支援事業関係者 

障害者相談員等 

保健医療福祉関係機関 

関係者 （20 人） 

アンケート 

・越谷市の障がい者に対し障がい福祉サ

ービスを提供している事業所 

基 礎 調 査 

・障がい者等の状況 

・公的サービス提供状況 

・人的資源状況 

障 が い 福 祉 計 画 策 定 委 員 会

【必要事項の協議及び計画原案の作成】

委員長：福祉部長 

副委員長：子ども家庭部長 

委員：関係課長職 

作 業 部 会 

【専門的事項の検討及び調査研究】 

部会長：障害福祉課副主幹 

副部会長：子育て支援課児童福祉担当副

主幹 

部会員：関係課主幹、副課長又は係長職等

事務局 
障害福祉課 

コンサルタント【助言指導】
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４ 用語の解説 

 

○ＮＰＯ 

継続的、自発的に社会貢献活動を行う非営利の民間組織（団体）の総称。Non Profit  

Organization の略。平成１０年１２月１日から施行された「特定非営利活動促進法

（ＮＰＯ法）」に基づいて法人格を取得した民間非営利団体をＮＰＯ法人という。 

 

○ガイドヘルパー派遣事業 

重度の視覚障がい者や車イス利用者が外出する時に、付き添い介助を行うサービス。

通院や公的な手続き等のための外出に利用できる。 

 

○学習障がい（ＬＤ） 

発達障がいの１つで、Ｌearning Ｄisabilities の略。全般的な知的発達には著し

い遅れは伴わないが、学習や対人関係に困難を示す障がい。 

 

○共同生活援助（グループホーム） 

就労し、または就労継続支援等の日中活動を利用している知的障がい者・精神障が

い者で、地域において自立した日常生活を希望する人に、夜間や休日、共同生活を行

う住居で、相談や日常生活上の援助を行うサービス。 

 

○共同生活介護（ケアホーム） 

生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障がい者・精神障がい者

で、地域において自立した日常生活を希望する人に、夜間や休日、共同生活を行う住

居で、入浴・排せつ・食事の介護等を行うサービス。 

 

○居宅介護 

自宅で介護が必要な人に、入浴や排せつ、食事などの介助を行う訪問系サービス。 

 

○ケアマネジメント 

障がい者とその家族の意向をふまえ、地域で豊かに暮らすための支援ができるよう、

各種サービスを的確に提供し、地域における生活の支援を行う社会福祉援助技術。 

 

○計画相談支援 

 障がい者の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて

きめ細やかな支援を行うため、サービス等利用計画案を作成するサービス。 

 

○高次脳機能障がい 

脳血管疾患や交通事故などによる脳損傷を原因とする、記憶・注意・思考・言語な

どの知的機能の障がい。外見上は障がいが目立たないため、周囲の人に理解されにく

い場合や、本人自身が障がいを十分に認識できない場合もある。 
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○行動援護 

知的障がいまたは精神障がいにより行動上の障がいのある人などに、外出の前後に

危険を回避するために必要な支援を行う訪問系サービス。 

 

○施設入所支援 

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービス。 

 

○指定相談支援事業所 

障害者自立支援法に定める障がい福祉サービスの利用にあたり、利用計画を立てる

ことが困難な方に、サービス利用計画を作成する埼玉県指定の事業所。本市では、在

宅の障がい者に対し、ホームヘルパー・ショートステイなどの利用援助を行う生活支

援センターが兼ねている。 

 

○児童デイサービス 

療育を必要とする障がい児に対して、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活へ

の適応訓練などを行うサービス。なお、児童デイサービスは、平成２４年度より児童

福祉法に基づくサービスに位置付けられ、サービス名称が児童発達支援、放課後等デ

イサービスに変更となる。 

 

○就労移行支援 

一般企業への就労を希望する人などに、一定期間、就労に必要な知識および能力の

向上のために必要な訓練を行うサービス。 

 

○就労継続支援（Ａ型） 

一般企業での就労が困難な人などに、雇用契約に基づいて就労の機会を提供すると

ともに、就労に必要な知識・能力の向上を図り、一般就労への移行に向けて支援を行

うサービス。 

 

○就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業での就労が困難な人などに、就労の機会や生産活動の機会を提供し、就労

に必要な知識・能力の向上のための支援を行うサービス。 

 

○重度障がい者等包括支援 

寝たきり状態などの介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービ

スを組み合わせて包括的に支援を行う訪問系サービス。 

 

○重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を要する人に自宅で入浴や排せつ、食事などの介助

や外出時の移動の支援を総合的に行う訪問系サービス。 
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○手話通訳者 

手話通訳により聴覚障がい者や音声言語機能障がいのある方にコミュニケーショ

ンの支援を行う人。 

 

○障害者施策推進協議会 

障がい者施策の総合的・計画的推進を図るため、障害者基本法に基づいて設置する

市長の附属機関。越谷市では平成１８年８月に設置された。 

 

○障害者就労支援センター 

障がい者の就労を促進するための就労支援および障がい者の地域社会での就労能

力や社会適応力を高めるとともに、多様な就労形態を模索する地域適応支援を実施し、

障がい者の職業的および社会的自立の促進を図ることを目的として、総合的な就労支

援を実施する。越谷市では平成１７年４月に産業雇用支援センター内に開設した。 

 

○情報通信支援用具 

障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等を

意味する。 

 

○自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営む上で一定の支援が必要な身体障がい者に、理学療法・作業療法等の

身体的リハビリテーションや歩行訓練・コミュニケーション・家事等の訓練を行うサ

ービス。 

 

○自立訓練（生活訓練） 

地域生活を営む上で一定の支援が必要な知的障がい者・精神障がい者に、食事や家

事等日常生活能力を向上するための支援を行うサービス。 

 

○身体障がい者更生施設（旧サービス） 

一定の期間入所して、自立に必要な生活指導・訓練や社会復帰に必要な訓練など、

各種のリハビリテーションを提供する通過型の施設。肢体不自由者更生施設、視覚障

がい者更生施設、内部障がい者更生施設などがある。 

 

○身体障がい者授産施設（旧サービス） 

身体障がい者で就職が困難な方が入所または通所により、必要な訓練や仕事の提供

を受け、一般の事業所などへの就職や自営業などで就業できるようになることを目的

とした施設。 

 

○身体障害者相談員 

民間ボランティアとして、身体に障がいのある方の相談支援活動を行い、行政との

パイプ役になるなど必要な援助を行うことを県から委託された相談員。 
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○身体障がい者療護施設（旧サービス） 

常時介護を必要とする重度の身体障がい者が入所して、医学的管理のもとに必要な

介護を受ける施設。 

 

○ストーマ装具 

ぼうこう、直腸機能等の障がいにより、ストーマ（腹部に設けた便や尿の排泄口の

こと）を造設している方が使用する装具のことをいう。 

 

○生活介護 

常に介護が必要な人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作

活動や生産活動の機会を提供するサービス。 

 

○成年後見制度 

知的障がい者・精神障がい者などで判断能力が不十分な場合、財産管理や遺産分割、

介護その他商法上の契約などで権利を侵かされることや、不利益を被ることがないよ

うに、本人の代わりをする契約代理人を選任したり誤った契約を取り消すようにする

ことのできる保護・支援制度。 
 

○全身性障害者介護人派遣事業 

重度の全身性障がい者の外出援助等のために、障がい者の推薦により市町村が適当

と認めた介護人を派遣する事業。 

 

○第三者評価 

福祉機関や関連する機関が提供する福祉・介護サービスなどの質が適切なものかど

うかについて、機関内部で判断するのではなく機関外の第三者によって行われる評価

システム。 

 

○地域移行支援 

 長期間の入所・入院から地域生活に移行しようとする人の住居の確保、その他の、

地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行うサービス。 

 

○地域自立支援協議会 

相談支援事業を効果的に実施するため、関係機関のネットワークを構築することを

目的に設立する組織。地域自立支援協議会で実施する事項は、相談支援事業所を中心

に地域の相談支援体制とネットワークの構築、相談支援事業所において三障がいのい

ずれにも対応できるよう機能の充実、困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

などがある。 

 

○地域定着支援 

 常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談等の

対処を行うサービス。 
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○地域適応支援事業 

障がい者が公共機関や民間事業所などにおける職場参加や実習を通して、地域社会

での就労能力や適応能力を高めることを目的として越谷市が平成１３年度から実施

している事業。多様な雇用・就労形態も視野に入れた雇用対策の充実を図るために行

われている。 

 

○知的障害者介護人派遣事業 

在宅の重度の知的障がい者に対し、外出援助等のための介護人を派遣することによ

り、知的障がい者の生活圏の拡大を図り、その社会参加を促進する事業。 

 

○知的障がい者更生施設（旧サービス） 

知的障がい者が、入所または通所により、自立に必要な生活指導・訓練などを受け

る施設。 

 

○知的障がい者授産施設（旧サービス） 

知的障がい者で就労が困難な人が、入所または通所により自活に必要な訓練や仕事

の提供を受け、一般の事業所への就職や自営業などで就業できるようになることを目

的とした施設。 

 

○知的障害者相談員 

民間ボランティアとして、地域で知的障がい者やその保護者への相談支援活動を行

い、行政とのパイプ役になるなど必要な援助を行うことを県から委託された相談員。 

 

○注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ） 

Ａttention Ｄeficit Ｈyperactivity Ｄisorder の略で、年齢あるいは発達に不釣

り合いな注意力の欠如、または衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいで、社会的

な活動や学業に支障をきたすもの。 

 

○同行援護 

重度視覚障がい者（児）の外出時に同行し，移動に必要な情報の提供や援護を行う

訪問系サービス。 

 

○内部障がい 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能障がい、もしくはヒト

免疫不全ウィルス（ＨＩＶ）による免疫の機能の障がい。 
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○難病 

原因が不明であったり、治療方法が確立していなかったり、後遺症を残すおそれが

ある病気を言う。経過が慢性的で、医療費がかかることや、介護等に人手を要するた

めに、家族にとっては経済的・精神的な負担が大きくなる。具体的には「筋萎縮性側

索硬化症（ＡＬＳ）」「潰瘍性大腸炎」「網膜色素変性症」「全身性エリテマトーデス」

「ベーチェット病」「脊髄小脳変性症」「悪性関節リウマチ」「パーキンソン病」など。 

 

○ノーマライゼーション 

障がい者を特別視するのではなく、障がいのある人もない人も誰もが個人の尊厳が

重んじられ、地域の中で同じように生活を営める社会が通常（ノーマル）の社会であ

るとする考え方。ＷＨＯの概念では、個人的な状況だけではなく、参加の制限や活動

の制約など社会的な状況も障がいの態様の１つととらえており、障がいのある人もな

い人もともに生活し活動できる生活条件・社会をつくりだすことが重視されている。 

 

○発達障害者支援法 

発達障害者支援法は、発達障がいを早期に発見し、発達支援を行うことや、学校教

育において発達障がい者の支援、発達障がい者の就労の支援を行うことにより、発達

障がい者の自立および社会参加を図るための法律（平成１７年施行）。なお、同法第

２条において、発達障がいは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障が

い、学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障害であってそ

の症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されてい

る。 

 

○要約筆記者 

要約筆記により聴覚障がい者や音声言語機能障がいのある方にコミュニケーショ

ンの支援を行う人。 

 

○療養介護 

常時介護を必要とする障がい者のうち、長期の入院による医療ケアを必要とする人

に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護および日常生活上の介護を行うサービ

ス。 
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